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１．はじめに 

平成 19 年 3 月国土交通省は、「大規模土砂災害に対する危機管理について」という河川局長通達を発出した。こ

の通達の内容を持つ意義について、土砂災害（火山災害も含む）の発生を契機として国（国土交通省（旧建設省））

が取り組んできた既往の施策（砂防事業を中心とする）の推移を整理することにより、分析することを試みた。 
調査方法は、行政監修の各種統計書や誌史、災害に関する年次報告書および国事務所や県作成の災害報告等の既

存文献を中心に調査した。 
施策の流れは、図－１に示すように、①直轄事業化、②短期間の集中投資、③火山対策、④警戒避難、⑤新たな

取り組みの５つに大きく分類することができる。以下、それぞれについて概要を述べる。 
 

２．直轄事業化 

砂防法に基づき、各地で取り組まれている直轄砂防事業は、そのほとんどが、豪雨・地震をきっかけとする大規

模な土砂災害の発生を契機に取り組まれてきており、その他についても、連年にわたる激甚な災害の発生に対処す

るため、事業に着手している。これらのうち一部は対策を概成し、既に県に引き継がれている。 

直轄事業化に至らない場合においても、土砂災害が発生した場合、本省あるいは土木研究所の担当官が派遣され、

現地を調査した上で、対策の指導を行ってきている。 

国による砂防事業の施工は、明治10年「直轄河川工費」の中の「砂防工費」として10/10(全額国費)で揖斐川流域

(岐阜県)において実施されたのが最初である。 

明治30年に砂防法が制定され、県による補助砂防事業が、明治31年から開始されたが、法に基づく直轄砂防工事

は、明治44年富士川流域で初めて実施された。 

また、大正13年の関東大震災後の復旧対策として、「直轄震災復旧砂防事業」が、10/10(全額国費)で、大正13

年～昭和12年にかけて、相模川他4河川で実施されたことは特筆に価する。 

 

３．新規に発生した土砂災害対策としての制度（短期間の集中投資） 

当該年の災害により発生した新規荒廃地に対する緊急対策を実施するため、昭和9年「災害対策砂防事業」の制度

が創設された。この予算は、当初予算には計上せず、原則として当該年度の予備費から支出された。この制度は昭

和25年で打ち切られ、その後、いくつかの制度が検討されたが、昭和28年から「緊急砂防事業費」として、治水特

別会計の当初予算に計上される制度が創設された。その後、昭和58年には「災害関連緊急砂防事業」制度が一般会

計の中に創設され、昭和62年に統合され、現在に至っている。 

一方、昭和34年の伊勢湾台風による災害がきっかけとなり、災害の規模が大きい場合、一定の計画に基づき、4

ヶ年間で対策を実施する「特殊緊急砂防事業」の制度が創設され、その後、昭和51年に「激甚災害対策特別緊急事

業」制度に引き継がれ、現在に至っている。 

 

４．火山対策 

火山地域において数多くの直轄砂防事業が実施されてきているが、通常事業とは別の制度が創設されたのは、昭

和56年の「火山等緊急対策砂防事業」制度が最初である。この制度は、火山地帯や都市部の土石流危険渓流などに

おいて、緊急的に除石を行う制度であり、施設を作らない制度として注目に値する。今日的に言うと「アセットマ

ネージメント」の走りでもあり、平成10年度に総説された「砂防管理費」につながっている。 

平成元年度には、ネーミング事業である「特定火山周辺総合泥流対策事業」、「総合溶岩流対策事業」も含めて、

「火山砂防事業」が費目として、通常事業から分離独立し、火山対策が強力に推進されることとなった。 

その後、平成12年の有珠山噴火を契機に、直轄砂防調査を実施する事務所を火山毎に決めておく必要性が認識さ

れ、噴火等異常現象が見られ、緊急な砂防調査を実施することが必要となった場合、いつでも実施可能なように、

各地方整備局の各事務所の組織規則に明記された。  

 

５．ソフト面の施策の展開（警戒避難） 

昭和41年、山梨県の西湖周辺で発生した激甚な土砂災害を契機に発出された、建設省、消防庁の通達の骨格は、

①危険な場所の調査、②雨量計等の設置、③警報の伝達、避難場所の明示である。40年後の現在においても、施策

の骨格は同様である。 

この後も、土砂災害が発生する度に、種々の施策が展開されたが、昭和57年の長崎大水害を契機に、建設事務次

官通達が出され、ソフト、ハード一体となった「総合的な土石流対策」が推進されることとなった。そして、昭和

58年には、中央防災会議においても「土砂災害対策」の推進が、重要課題として取り上げられた。 

しかしながら、その後も、激甚な土砂災害は後を絶たず、平成11年6月広島県で発生した大災害を契機に、特にソ



フト面の施策に対する法制化の必要性がさけばれ、平成12年4月「土砂災害防止法」が制定され、法に基づく土砂災

害警戒区域等の指定作業が、全国で強力に推進されている。 

 

６．「国」としての新たな取り組み 

「国」としての土砂災害に対する取り組みは、内務省時代から顕著な災害が発生した場合、担当官が派遣され、

情報収集にあたると共に、技術指導が行われてきた。「国」としてのそのような取り組みの積み重ねから発足した

斬新な制度や活動等を以下に抽出した。 

６．１ 「防災アドバイザー」制度の発足 

昭和59年に発生した長野県西部地震による御岳山の崩壊土砂が、王滝川を堰止め、天然ダムを形成した。その土

砂が、「土石流となって下流に流下する恐れがある」という、学識経験者の発言がマスコミで取り上げられ、下流

部で行われていた行方不明者の捜索活動にあたっていた人々を、大きな不安に落し入れた。 

これに対し、建設省として、公式の見解を出すべく、地すべり等の専門家を派遣し、現地調査を行った上で、「再

移動はしない」という公式の見解を発表した。 

この事がきっかけとなり、「防災アドバイザー」制度が作られ、あらかじめ登録された学識経験者を県からの要

請に基づき派遣し、調査後、ただちに見解を記者発表する仕組みが構築された。 

６．２ 「砂防ボランティア」、「斜面判定士」制度の発足 

平成7年1月の兵庫県南部地震では、神戸の市街地が壊滅的被害を受け、県庁舎も被災した。市街地の被害が大き

いことから、全ての目は、市街地の方に向けられた。砂防分野としては、関東大震災の後、丹沢山系等で、震災復

旧対策として、多くの砂防事業が実施された経緯も有ることから、六甲山ならびにその山麓に分布する土砂災害危

険箇所の実態を至急調査する必要があるとの認識のもと、緊急調査を実施することを、建設省として意志決定し、

全国の都道府県、直轄砂防関係事務所の現役職員ならびにOB、砂防関係のコンサルタント業務に係ってきている民

間コンサルタント会社等に、幅広く声を掛け、官民合わせて、346名により、緊急調査を実施した。 

このことがきっかけとなり、「砂防ボランティア」ならびに「斜面判定士」制度が創設された。平成19年11月末

現在の登録数は、砂防ボランティアが4,282名、うち斜面判定士は2,469名となっている。 

６．３ 「砂防専門家チーム」による活動の開始 

平成8年小谷村の砂防工事現場で発生した土石流災害の行方不明者の現地捜索活動にあたり、二次災害を防止し、

安全に捜索活動を実施するため、砂防関係事務所長、土木研究所の砂防専門家を中心とする「砂防専門家チーム」

による、安全確認を毎日行う仕組みが作られた。その後の平成12年の有珠山噴火に際しても、砂防専門家チームに

よる現地調査活動が行われ、平成16年新潟県中越地震においては、現地に本省幹部が赴き直接的な指導が行われた。 

６．４ 河川局長通達「大規模土砂災害の危機管理について」 

平成16年新潟県中越地震による土砂災害を契機として開催された学識経験者による専門委員会の提言を受けて発

出された、「大規模土砂災害に関する危機管理」についての河川局長通達においては、①直轄事業区域のみならず、

その周辺を対象、②都道府県、市町村等が行う大規模土砂災害に対する危機管理への支援、連携体制の整備など、

「国」として取り組むべき内容が広範に明示された。 

この通達は、今後の我が国における土砂災害対策に関して「国」が果たすべき役割りについて大きな方針を示し

ていると言うことができ、速やかに各砂防担当事務所の危機管理対象区域が決定され、当該区域を対象とした大規

模土砂災害の危機管理体制を構築することが必要であると考えている。 

  
警戒避難 その他

【発生した災害対策について
一定期間内に一定計画の対

策事業を行う制度】

【ソフト面の
施策の推移】

【新たな取り組み】

昭和9年～25年
「災害対策砂防事業」

昭和41年　「山津波等に対す
る警戒避難の確立について」
「山崩れ等の対策について」

昭和59年
「防災アドバイザー」

(各種の取り組み) (各種の取り組み)

昭和28年
「緊急砂防事業費」

昭和57年
「総合的な土石流対策の推

進」（建設事務次官）

平成7年　「砂防ボランティ
ア」「斜面判定士」

昭和58年
「災害関連緊急

砂防事業」

昭和34年
「特殊緊急砂防事業」

昭和58年
「土砂災害対策の推進」（中央

防災会議）

平成8年
「砂防専門家チーム」

昭和51年
「激甚災害対策特別緊急事業」

平成12年
「土砂災害防止法」制定

平成19年　「大規模土砂災
害の危機管理」

短期間の集中投資

昭和62年　「災害関連緊急砂防事業」に統合

【発生した土砂災害に対して
緊急的に対策事業を行う制度】

図－１ 既往施策の流れ 


